
令和８年度 港区職員再採用選考（カムバック採用）案内 

令和 ８ 年 ４ 月 

港 区 

この採用選考は、港区の離職者を港区職員として再び採用するために実施するものです。 

１ 採用職種・勤務場所・主な職務内容 

職種（職務名） 採用予定数 勤務場所 主な職務内容 

事務、土木造園 

建築、福祉※ 
若干名 

港区の指定場所 

（敷地内禁煙） 
職種等に応じた職務 

※福祉職は福祉（福祉）の募集です。 

今後の欠員等の状況により募集職種を追加する場合があります。 

２ 受験資格

次の要件をすべて満たす人が受験できます。ただし、すべてを満たす方でも地方公務員法で選考

を受けることができないとされる人は受験できません。（※３、４） 

 （１）平成３０年４月１日以後に退職した人 

（２）在職時の勤務経験年数が１年以上ある人 ※１  

（３）選考受験日の属する年度の末日において６５歳未満の人（部長の職及び課長の職に採用す

る場合にあっては６０歳未満の人）※２ 

（４）採用する職種又は職に必要とする資格又は免許を有していること。 

  ※１ 在職期間の取扱い 

     任命権者の要請に応じて国等に退職派遣された者又は公益的法人等への一般職の地方公

務員の派遣等に関する法律（平成１２年法律第５０号）に基づき特定法人に退職派遣さ

れた者が再採用された場合におけるその者の退職派遣先における期間は、職員として在

職していたものとみなします。 

ただし、次に掲げる期間は、職員として在籍した期間には通算しません。 

（１）地方公務員法第２９条の規定による停職の期間 

（２）特別区、特別区の組織する一部事務組合における相互間の人事交流により区に採用さ

れた日前の期間 

（３）特別職、会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員として勤務していた期間 

※２ 年齢要件の上限に関する経過措置 

     令和７年度から令和１２年度までの間、部長の職及び課長の職以外の職に係る年齢要件

の上限の規定の適用については、次表のとおりです。 

選考年度 ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

年齢要件の上限 ６２歳未満 ６３歳未満 ６４歳未満 

※３ 地方公務員法第１６条 

 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は



競争試験若しくは選考を受けることができない。 

 一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者 

 二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しな

い者 

 三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から六十三条までに規定す

る罪を犯し、刑に処せられた者 

 四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 ※４ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因

とするもの以外）は選考を受けることができません。 

３ 採用予定年月日 

原則として、令和９年４月１日以降の採用です。 

ただし、欠員等の状況に応じて令和８年度中に採用することがあります。 

４ 選  考 

（１） 第１次選考  

選考方法 書類審査 

職務遂行に必要な能力及び適格性等について、受験申込書の記載事

項及び区職員として在職していた期間の人事評価、勤務実績等を踏

まえて選考を行います。 

合格発表 合否にかかわらず第２次選考受験者全員に郵送します。 

（２） 第２次選考（第１次選考合格者のみ） 

選考日時 

・会場 
第２次選考の日時・会場等は、第１次選考合格発表時にお知らせします。 

選考方法 面接 人物及び職務に関連する知識などについて、個別面接式により行います。

合格発表 合否にかかわらず第２次選考受験者全員に郵送します。 

５ 選考スケジュール 

・第１次選考（書類審査） 

 申込書を受領した日以後、概ね１か月以内に書類審査を行い、審査後１４日以内に審査結果を通

知します。 

・第２次選考（個別面接） 

 第１次選考の審査結果通知日以後、概ね２か月以内に実施します。 

なお、第２次選考の実施日については、別途通知します。 

６ 申込手続 

所定の申込書に必要事項を記入し、１１０円切手を貼った返信用封筒（長３サイズにご自



分の住所、氏名を記載）と共に下記により申し込んでください。申込書はホームページから

ダウンロードできます。

申込方法 

郵送 

（封筒の表に赤字で「港区職員再採用選考（カムバック選考）申込」と明記し、

簡易書留等で郵送してください。簡易書留等によらない郵送での事故について

は、責任を負いません。） 

受付期間 随時受付 

申 込 先 

港区総務部人事課人事係（本庁舎１０階） 

〒１０５‐８５１１ 東京都港区芝公園１－５－２５  

℡ ０３(３５７８)２１１１ 内線２１０７ 

７ 勤務条件 

（１） 給  与 

給料月額は、かつて港区職員であった際の職務の級及び号給を基本に、退職後の経歴等を

考慮して決定します。 

① このほか、通勤手当、扶養手当、住居手当、期末・勤勉手当等が支給されます。 

② 昇給は原則として年１回行われます。 

（２） 勤務時間・休暇 

① 勤務時間は原則として午前８時３０分から午後５時１５分まで(休憩時間１時間を含む)、

実働１日７時間４５分勤務、週３８時間４５分勤務です。 

② 週休日は、原則として日曜日及び土曜日です。

③ 年次有給休暇は１年度につき２０日です。ただし、初年度は採用月によって付与日数が

異なります（例：１０月採用の場合は１０日）。

④ その他に、夏季休暇、慶弔休暇、妊娠出産休暇、育児休業などの制度があります。

（３） 職員住宅 

     区内に数か所、職員住宅があります。

８ 留意事項 

（１）本選考への申込みは、一会計年度につき１回に限ります。 

（２）現に区に再採用する際の職務の級は、区が決定します。 

（３）再採用選考（カムバック採用）により採用された職員は、条件付採用となります。 

また、管理職選考、各昇任能力実証及び昇任選考については、採用初年度及び条件付採用期

間中は受験できません。 

 (４) こども性暴力防止法に基づく対応について 

令和８年１２月２５日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象

性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第６９号。以下「こども性暴力

防止法」という。）第２条第８項に規定する特定性犯罪事実該当者は、採用後の配置について

制限がかかる可能性があります。一部の職種についてはこども性暴力防止法に基づき、特定

性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認を行う場合があります。なお、虚偽の申

告をした場合、内定取消事由に該当します。



採用に係る問合せ・連絡先 

港 区 役 所 
総務部 人事課 人事係（区役所本庁舎10階） 

 〒105-8511 東京都港区芝公園一丁目5番25号 

電話 03（3578）2111（代表） 内線 2107 

<最寄り駅> 

ＪＲ山手線、京浜東北線   浜松町駅  北口     徒歩10分   

都営地下鉄浅草線、大江戸線 大門駅   Ａ６出口   徒歩5分 

都営地下鉄三田線      御成門駅  Ａ２出口   徒歩5分 

区役所案内図 

慶應義塾大学 

増上寺前 

世界貿易 
ｾﾝﾀ ﾋーﾞﾙ

●大門駅 A6 

大門交差点 
交差点 

●御成門駅 A2 

芝公園郵便局 


